
円

円

円

円

所得割 7.56 ％ 3.19 ％ 1.98 ％

資産割 29.71 ％ ― ％ ― ％

均等割 7,179 円 6,227 円 12,710 円

平等割 10,000 円 ― 円 ― 円

賦課限度額 610,000 円 190,000 円 160,000 円

1,015,143,942 円 1,082,397,059 円 円

395,969,929 円 399,333,307 円 円

124,241,967 円 118,213,085 円 円

1,535,355,838 円 1,599,943,451 円 円

所得割 6.50 ％ 2.70 ％ 1.70 ％

資産割 29.00 ％ ― ％ ― ％

均等割 7,000 円 6,000 円 13,000 円

平等割 10,000 円 ― 円 ― 円

賦課限度額 540,000 円 190,000 円 160,000 円

介護分

計960,000円

令和２年度 令和元年度

△ 64,587,613

（参考②）現行　保険税率

医療分 支援分 介護分

医療分

△ 3,363,378支援分

介護分

１　令和２年度国保事業費納付金

国保事業費納付金 1,535,355,838

備　考

R2.1.24開催の令和元年度第3回埼玉県国民健康保険運営推進会議にて提示

支援分

（参考①）令和２年度国保事業費納付金と令和元年度国保事業費納付金の比較

令和２年度　国保事業費納付金・標準保険税率

比較増減

△ 67,253,117

6,028,882

医療分 1,015,143,942

395,969,929

介護分 124,241,967

２　令和２年度国民健康保険税　標準保険税率

医療分 支援分

国保事業費
納付金

区分

計890,000円

計

備　考

資料 １



7.56 ％ 6.50 ％ ％

29.71 ％ 29.00 ％ ％

7,179 円 7,000 円 円

10,000 円 10,000 円 円

3.19 ％ 2.70 ％ ％

6,227 円 6,000 円 円

1.98 ％ 1.70 ％ ％

12,710 円 13,000 円 円

7.56 ％ 6.88 ％ ％

29.71 ％ 32.56 ％ ％

7,179 円 8,184 円 円

10,000 円 14,929 円 円

3.19 ％ 2.85 ％ ％

6,227 円 7,255 円 円

1.98 ％ 1.62 ％ ％

12,710 円 12,648 円 円

（参考⑥）一人当たり保険税調定額（決算額）

平等割 △ 4,929

介護分
所得割 0.36

均等割 62

支援分
所得割 0.34

均等割 △ 1,028

円 ％99.67

（参考④）令和２年度標準保険税率と令和元年度標準保険税率の比較

区分 令和２年度 令和元年度 比較増減

医療分

所得割 0.68

資産割 △ 2.85

均等割 △ 1,005

△ 290

（参考⑤）一人当たり保険税必要額の比較（「本算定」県資料より）

介護分
均等割

資産割

比較増減

1.06

0.71

均等割

平等割

均等割

所得割

現行

所得割

医療分

平成30年度

84,789
一人当たり

保険税調定額
円

（参考③）標準保険税率と現行保険税率の比較

区分 標準税率・税額

所得割

179

0

0.49

227

0.28

支援分

備考令和２年度 令和元年度 増減率

一人当たり
保険税必要額

95,133 円 95,445


